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論
説

�
出
土
文
物
か
ら
見
る
符
節
の
実
態

―
通
関
機
能
を
持
つ
虎
符
と
竹
使
符
―

莊

　

	

卓

燐

一
　
問
題
の
所
在

　「
符
節
」
語
は
秦
漢
時
代
の
史
料
に
よ
く
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
白
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、『
史
記
』
巻

八
高
祖
本
紀
に
は
、

秦
王
の
子
嬰	

素
車
白
馬
に
て
、
頸
に
係
く
る
に
組
を
以
て
し
、
皇
帝
の
璽
符
節

0

0

0

を
封
じ
、
軹
道
の
旁
に
降
る（

1
（

。

と
あ
り
、『
漢
書
』
巻
一
高
帝
紀
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
符
節
」
語
は
、
後
世
の
考
証
に
従
っ
て
符
と
節

が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
媒
体（

2
（

と
し
て
見
ら
れ
て
き
た
。
右
記
の
条
文
に
付
け
ら
れ
た
注
釈
と
し
て
、『
史
記
索
隠
』
に
引
く
孫
呉
の
韋
昭
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注
に
「
天
子
の
印
は
璽
と
称
し
、
又
た
独
り
玉
を
以
て
す
。
符
、
兵
を
発
す
る
符
な
り
。
節
、
使
者
の
擁
す
る
所
な
り（

3
（

。」
と
あ
り
、

ま
た
『
漢
書
』
顏
師
古
注
に
「
符
は
諸
々
符
を
合
わ
せ
て
以
て
契
と
為
す
る
所
の
者
を
謂
ふ
な
り
。
節
は
毛
を
以
て
之
を
為
り
、
上

下
相
重
し
、
竹
節
を
象
る
を
取
り
、
因
て
以
て
名
と
為
し
、
将
軍
命
ぜ
ら
る
者
は
之
を
持
ち
て
以
て
信
と
為
す（

4
（

。」
と
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
後
世
の
学
者
は
『
史
記
』『
漢
書
』
に
見
え
る
「
符
」「
節
」
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
用
途
を
持
つ
媒
体
と
し
て
理
解
し
た
。
と

り
わ
け
顔
師
古
注
の
背
後
に
は
、
お
そ
ら
く
唐
代
の
人
の
常
識
が
介
在
す
る
。『
唐
律
疏
義
』
巻
一
〇
職
制
律
に
、

諸
々
符
・
節
を
用
ゐ
る
は
、
令
に
依
り
、
符
・
節
を
用
ゐ
る
と
き
は
並
び
に
門
下
省
に
由
る
。
其
れ
符
は
銅
を
以
て
之
を
為
る
。

左
の
符
は
内
に
進
め
、
右
の
符
は
外
に
在
り
、
符
を
執
る
人
に
応
じ
、
有
事
に
行
勘
し
、
皆
な
左
の
符
を
奏
出
し
以
て
符
を
合

は
せ
、
所
在
は
用
事
の
訖
は
る
を
承
け
、
人
を
し
て
左
の
符
を
将
ゐ
て
還
さ
し
む
。
其
の
使
者	

若
し
他
処
に
向
か
ひ
、
五
日
の

内
に
次
者
を
使
は
さ
ざ
れ
ば
、
所
在
は
専
使
を
差
は
し
、
門
下
省
に
送
り
て
輸
納
せ
し
む
。
其
れ
節
は
大
使
の
出
づ
る
に
即
ち

之
を
執
り
、
使	

還
り
て
亦
た
即
ち
送
納
す
。
輸
納
に
応
じ
て
稽
留
す
る
者
、
一
日
に
五
十
を
笞
し
、
二
日
に
一
等
を
加
へ
、
十

日
に
一
年
を
徒
す
。
日
を
違
へ
る
と
雖
も
、
罪
も
亦
た
加
へ
ず（

5
（

。（
後
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
唐
律
は
符
と
節
を
異
な
る
媒
体
と
し
て
扱
う
。
右
記
の
条
文
に
よ
れ
ば
、
符
は
通
行
規
制
を
解
除
す
る
媒
体
で
あ

り
、
門
関
の
通
過
に
は
符
を
用
い
て
任
務
の
遂
行
に
当
た
る
。
任
務
を
完
遂
し
た
ら
速
や
か
に
使
者
を
送
り
出
し
、
符
を
保
管
す
る

場
所
に
送
還
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
一
方
で
、
節
と
門
関
の
通
行
と
の
関
連
性
は
不
明
で
あ
る
が
、
右
記
の
条
文
に
は
節
を
使

者
の
持
参
品
と
し
て
明
記
し
、
任
務
を
完
遂
し
た
ら
本
人
が
保
管
す
る
場
所
に
送
還
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
前
後
の
文
章
を
貫

通
し
て
理
解
す
れ
ば
、
遠
方
の
国
に
出
使
す
る
と
き
、
お
そ
ら
く
符
と
節
の
両
方
を
持
ち
出
す
必
要
が
あ
り
、
符
を
用
い
て
国
境
線
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上
に
あ
る
関
所
を
通
過
し
て
出
国
し
、
左
半
分
を
本
国
に
残
し
て
右
半
分
を
用
い
て
帰
還
す
る
。
そ
し
て
節
は
任
務
中
の
使
者
の
身

分
を
表
す
も
の
で
あ
る
、
と
の
使
用
実
態
が
想
起
さ
れ
る
。
符
と
節
は
セ
ッ
ト
で
使
用
さ
れ
る
物
品
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
符
節
」
は
熟

語
と
し
て
史
料
に
散
見
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
唐
代
の
人
は
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、「
符
節
」
語
を
符
と
節
の
二
つ
の
媒
体
と
し
て
理
解
す
る
意
見
も
あ
れ
ば
、
一
組
の
媒
体
で
あ
る
符わ

り
ふ節

と
し
て
理
解
す

る
意
見
も
あ
る
。『
孟
子
』『
荀
子
』『
墨
子
』『
鶡
冠
子
』『
淮
南
子
』
な
ど
諸
子
百
家
の
書
物
に
「
符
節
」
語
は
散
見
さ
れ
、
中
に
は

「
合
符
節
」
の
文
言
が
多
く
見
ら
れ
、
符
節
と
は
一
組
の
わ
り
ふ
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
、
よ
り
直
接
的
に
符
節
を
一
組

の
媒
体
と
し
て
捉
え
る
記
述
は
、
次
の
『
周
礼
』
巻
三
地
官
司
徒
第
二
・
掌
節
項
の
条
文
に
見
ら
れ
る
。

門
関
は
符
節
を
用
ゐ
、
貨
賄
は
璽
節
を
用
ゐ
、
道
路
は
旌
節
を
用
ふ
。
皆
な
期
有
り
て
以
て
節
を
反
へ
す（

（
（

。

と
あ
る
。
右
記
の
条
文
は
「
掌
節
」
官
の
職
掌
を
記
し
、
様
々
な
用
途
を
持
つ
節
を
羅
列
す
る
中
で
、
門
関
の
出
入
に
符
節
を
使
用

す
る
こ
と
を
明
記
し
た
。
漢
代
の
符
に
つ
い
て
、
関
所
を
通
過
す
る
時
に
用
い
る
通
行
証
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
居
延
で
発
見
さ
れ

た
「
出
入
符
」
を
対
象
に
扱
っ
た
先
行
研
究（

（
（

に
よ
っ
て
あ
る
程
度
究
明
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、
門
関
の
出
入
に
お
い
て

は
専
ら
符
の
特
性
を
利
用
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、『
周
礼
』
に
見
え
る
符
節
と
は
、
符
の
機
能
を
備
え
た
節
で
あ
る
、

と
初
歩
的
に
理
解
で
き
る
。『
周
礼
』
と
い
う
書
物
は
、
周
の
時
代
を
理
想
化
し
て
作
ら
れ
た
官
制
の
経
典
で
あ
り
、
周
の
賢
人
で
あ

る
周
公
が
行
っ
た
政
治
制
度
を
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
と
漢
代
古
文
学
派
は
主
張
す
る
が
、
後
世
に
偽
撰
さ
れ
た
も
の
と
も
言
わ
れ
、

一
般
的
に
は
漢
代
に
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
周
礼
』
に
見
え
る
符
節
は
、
漢
代
の
人
の
認
識
を
背
景
に
漢
代
の
学
者

が
思
い
描
い
た
周
の
符
節
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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右
の
よ
う
に
「
符
節
」
語
に
対
し
、
唐
代
の
人
が
思
い
描
く
秦
漢
の
符
節
と
漢
代
の
人
が
思
い
描
く
周
の
符
節
に
は
一
致
し
た
見

解
を
見
出
せ
な
い
。
秦
漢
時
代
の
史
料
に
登
場
す
る
符
節
は
、
果
た
し
て
符
と
節
の
二
つ
の
媒
体
か
、
符
節
と
い
う
一
組
の
媒
体
か
、

未
だ
に
わ
か
ら
な
い
。
唐
代
の
人
と
漢
代
の
人
の
「
符
節
」
語
に
対
す
る
見
解
の
相
違
は
、
時
代
が
変
遷
す
る
中
で
符
節
の
形
態
が

変
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
を
左
右
し
た
と
言
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
変
遷
し
て
い
く

符
節
を
理
解
す
る
に
は
、
源
泉
的
な
部
分
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
ず
は
符
と
節
を
個
別
に
考
察
し
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体
と
し

て
の
特
性
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
符
を
対
象
に
基
礎
的
な
考
察
を
行
い
、
秦
漢
時
代
の
符
に
は

あ
る
程
度
の
理
解
を
得
た（

8
（

。
本
稿
で
は
節
の
考
察
に
重
点
を
置
き
、
符
と
の
関
連
性
を
探
り
な
が
ら
秦
漢
時
代
の
符
節
の
実
態
を
特

定
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

二
　
出
土
文
物
に
よ
る
節
へ
の
理
解
　
―
林
・
大
庭
説
の
再
検
証
―

　
節
、
と
り
わ
け
漢
代
の
節
と
は
如
何
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
意
外
な
こ
と
に
従
来
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
少
な
い
。
先
行
研
究

の
中
で
、
林
巳
奈
夫（

9
（

氏
は
漢
代
の
画
像
石
を
用
い
て
節
の
形
態
を
推
定
し
、
大
庭
脩（
（1
（

氏
は
林
氏
の
論
証
を
継
承
し
て
補
強
し
た
。
両

氏
に
よ
る
旌
旗
を
漢
代
の
節
の
形
態
と
す
る
解
説
は
、
お
よ
そ
漢
節
の
定
説
と
言
え
る
。
林
・
大
庭
両
氏
の
解
釈
は
、
あ
る
程
度
的

を
射
た
論
説
で
あ
る
こ
と
は
、
武
威
で
発
見
さ
れ
た
王
杖
（
鳩
杖
）（
図
1
）
か
ら
そ
の
一
端
を
窺
え
る
。

　
一
九
五
七
年
秋
に
行
わ
れ
た
甘
粛
省
武
威
県
磨
咀
子
第
一
八
号
漢
墓
の
発
掘
調
査
か
ら
、
先
端
に
鳩
の
形
の
飾
り
が
付
い
た
全
長

一
・
九
四
㍍
の
杖
、
及
び
当
初
杖
に
結
び
付
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
一
〇
枚
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
（『
武
威
漢
簡
』
文
物
出
版
社
、

図1　王杖（鳩杖）
（山東省博物館・中国文化遺産研究院
編『書於竹帛：中国簡帛文化』（上海
書画出版社、201（年）、59頁より引用）

図2　王杖所持者概念図
（山東省博物館・中国文化遺産研究院
編『書於竹帛：中国簡帛文化』（上海
書画出版社、201（年）、58頁より引用）
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右
の
よ
う
に
「
符
節
」
語
に
対
し
、
唐
代
の
人
が
思
い
描
く
秦
漢
の
符
節
と
漢
代
の
人
が
思
い
描
く
周
の
符
節
に
は
一
致
し
た
見

解
を
見
出
せ
な
い
。
秦
漢
時
代
の
史
料
に
登
場
す
る
符
節
は
、
果
た
し
て
符
と
節
の
二
つ
の
媒
体
か
、
符
節
と
い
う
一
組
の
媒
体
か
、

未
だ
に
わ
か
ら
な
い
。
唐
代
の
人
と
漢
代
の
人
の
「
符
節
」
語
に
対
す
る
見
解
の
相
違
は
、
時
代
が
変
遷
す
る
中
で
符
節
の
形
態
が

変
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
を
左
右
し
た
と
言
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
変
遷
し
て
い
く

符
節
を
理
解
す
る
に
は
、
源
泉
的
な
部
分
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
ず
は
符
と
節
を
個
別
に
考
察
し
そ
れ
ぞ
れ
の
媒
体
と
し

て
の
特
性
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
符
を
対
象
に
基
礎
的
な
考
察
を
行
い
、
秦
漢
時
代
の
符
に
は

あ
る
程
度
の
理
解
を
得
た（

8
（

。
本
稿
で
は
節
の
考
察
に
重
点
を
置
き
、
符
と
の
関
連
性
を
探
り
な
が
ら
秦
漢
時
代
の
符
節
の
実
態
を
特

定
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

二
　
出
土
文
物
に
よ
る
節
へ
の
理
解
　
―
林
・
大
庭
説
の
再
検
証
―

　
節
、
と
り
わ
け
漢
代
の
節
と
は
如
何
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
意
外
な
こ
と
に
従
来
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
少
な
い
。
先
行
研
究

の
中
で
、
林
巳
奈
夫（

9
（

氏
は
漢
代
の
画
像
石
を
用
い
て
節
の
形
態
を
推
定
し
、
大
庭
脩（
（1
（

氏
は
林
氏
の
論
証
を
継
承
し
て
補
強
し
た
。
両

氏
に
よ
る
旌
旗
を
漢
代
の
節
の
形
態
と
す
る
解
説
は
、
お
よ
そ
漢
節
の
定
説
と
言
え
る
。
林
・
大
庭
両
氏
の
解
釈
は
、
あ
る
程
度
的

を
射
た
論
説
で
あ
る
こ
と
は
、
武
威
で
発
見
さ
れ
た
王
杖
（
鳩
杖
）（
図
1
）
か
ら
そ
の
一
端
を
窺
え
る
。

　
一
九
五
七
年
秋
に
行
わ
れ
た
甘
粛
省
武
威
県
磨
咀
子
第
一
八
号
漢
墓
の
発
掘
調
査
か
ら
、
先
端
に
鳩
の
形
の
飾
り
が
付
い
た
全
長

一
・
九
四
㍍
の
杖
、
及
び
当
初
杖
に
結
び
付
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
一
〇
枚
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
（『
武
威
漢
簡
』
文
物
出
版
社
、

図1　王杖（鳩杖）
（山東省博物館・中国文化遺産研究院
編『書於竹帛：中国簡帛文化』（上海
書画出版社、201（年）、59頁より引用）

図2　王杖所持者概念図
（山東省博物館・中国文化遺産研究院
編『書於竹帛：中国簡帛文化』（上海
書画出版社、201（年）、58頁より引用）

一
九
六
四
年
）。「
王
杖
十
簡
」
と
総
称
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
出
土
史
料
は
、
王
杖
（
鳩
杖
）
所
持
者
の
特
権
に
関
す
る
法
令
を
記
し
た

木
簡
と
墓
主
（
名
は
幼
伯
）
が
所
持
し
て
い
た
王
杖
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、「
王
杖
十
簡
」
と
は
漢
代
王
杖
の
実
物
及
び

そ
の
機
能
を
説
明
す
る
木
簡
で
あ
る
。
一
〇
枚
の
木
簡
は
編
綴
の
紐
を
失
っ
た
こ
と
が
原
因
で
、
散
乱
し
た
状
態
で
発
見
さ
れ
構
成

の
順
番
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
「
十
簡
」
の
配
列
に
つ
い
て
、
大
庭
脩（

（（
（

・
冨
谷
至（
（2
（

・
籾
山
明（
（1
（

諸
氏
の
論
考
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
る
が
、

未
だ
に
一
致
し
た
見
解
は
見
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
籾
山
氏
の
論
説
に
従
い
「
王
杖
十
簡
」
を
次
の
よ
う
に
並
べ
る（

（1
（

。

（
1
）
制
詔
御
史
曰
年
七
十
受
王
杖
者
比
六
百
石
入
官
廷
不
趨
犯
罪
耐
以
上
毋
二
尺
告
劾
有
敢
徴
召
侵
辱

（
2
）・
者
比
大
逆
不
道
建
始
二
年
九
月
甲
辰
下

（
3
）
制
詔
丞
相
御
史
高
皇
帝
以
来
至
本
【
始
】
二
年
勝
（
朕
）
甚
哀
老
小
高
年
受
王
杖
上
有
鳩
使
百
姓
望
見
之
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（
4
）・
比
於
節
有
敢
妄
罵
詈
毆
之
者
比
逆
不
道
得
出
入
官
府
郎
（
廊
）
第
行
馳
道
旁
道
市
賣
復
毋
所
與

（
5
）・
如
山
東
復
有
旁
人
養
謹
者
常
養
扶
持
復
除
之
明
在
蘭
臺
石
室
之
中
王
杖
不
鮮
明

（
（
）・
得
更
繕
治
之
河
平
元
年
汝
南
西
陵
県
昌
里
先
年
七
十
受
王
杖

部
游
徼
呉
賞
使
從
者

（
（
）・
毆
撃
先
用
詫
（
訴
）
地
大
守
上

廷
尉
報
罪
名

（
8
）・
明
白
賞
當
棄
市

（
9
）・
蘭
臺
令
第
卅
三
御
史
令
第

三
尚
書
令
滅
受
金

（
（1
）・
孝
平
皇
帝
元
始
五
年
幼
伯
生
永
平
十
五
年
受
王
杖

　
先
行
研
究
で
は
王
杖
十
簡
の
「
令
」
と
し
て
の
史
料
的
性
格
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
法
制
史
の
専
門
分
野
に
お
い

て
重
点
的
に
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
は
王
杖
と
節
の
対
比
に
重
点
を
置
き
、
右
の
（
3
）
～
（
（
）
の
部
分
に
注
目
し
た
い
と

思
う
。
ま
ず
改
め
て
左
の
よ
う
に
節
と
関
連
す
る
箇
所
の
み
を
抽
出
す
る
。

丞
相
・
御
史
に
制
詔
す
。
高
皇
帝
以
来
本
始
二
（
前
七
六
）
年
に
至
り
、
朕
甚
だ
老
小
を
哀
む
。
高
年
に
王
杖
を
受
け
し
め
、

上
に
鳩
有
り
、
百
姓
を
し
て
之
を
望
見
せ
し
む
こ
と
、
節
に
比
へ
よ
。
敢
へ
て
妄
り
に
之
を
罵
・
詈
・
毆
す
る
者
あ
ら
ば
、
逆

不
道
に
比
へ
よ
。
官
府
の
廊
第
に
出
入
し
、
馳
道
の
旁
道
を
行
く
こ
と
を
得
。
市
賣
は
復
し
て
與
る
所
な
き
こ
と
、
山
東
の
復

の
如
く
せ
よ
。
旁
人
の
養
謹
す
る
者
あ
ら
ば
、
常
に
養
ひ
扶
持
せ
し
め
、
之
を
復
除
せ
よ
。
蘭
臺
石
室
の
中
に
在
る
を
明
る
く

せ
よ
。
王
杖
鮮
明
な
ら
ず
ん
ば
、
更
め
て
之
を
繕
治
す
る
を
得
。
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右
記
の
条
文
は
、
以
下
の
四
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
①
王
杖
制
度
を
建
立
し
た
動
機
。
漢
の
高
祖
皇
帝
の
時
代
以
来
、
漢

の
皇
帝
は
老
人
や
幼
子
を
憐
愛
す
る
政
策
を
継
承
し
て
き
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
年
配
者
に
王
杖
を
授
け
る
。
②
王
杖
の
形
態
。
年

配
者
に
授
け
る
杖
に
は
鳩
の
形
の
飾
り
を
付
け
、
節
に
な
ぞ
ら
え
て
一
般
の
民
衆
が
遠
方
か
ら
で
も
認
識
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
③
王

杖
所
持
者
の
特
権
。
侮
罵
や
殴
打
な
ど
の
悪
意
か
ら
守
ら
れ
る
（
違
反
す
る
者
は
逆
不
道
の
罪
に
準
じ
て
論
断
さ
れ
る
）。
官
府
の
廊

第
に
進
入
す
る
権
限
を
持
つ
。
馳
道
の
旁
道
を
使
用
す
る
権
利
を
持
つ
。
市
場
で
の
貿
易
に
お
い
て
は
賦
税
を
免
除
さ
れ
る
（
山
東

の
賦
税
免
除
に
な
ぞ
ら
え
る
）。
王
杖
所
持
者
を
扶
養
す
る
者
に
は
徭
役
を
免
除
し
、
扶
養
に
専
念
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
④
王
杖
政

策
の
維
持
措
置
。
官
府
は
王
杖
政
策
の
相
関
措
置
を
蘭
臺
石
室
の
中
で
明
記
す
る
。
所
持
者
の
王
杖
が
老
朽
化
し
て
認
識
し
に
く
く

な
れ
ば
、
修
繕
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
節
に
比
へ
」
る
と
の
一
文
は
王
杖
と
漢
節
と
の
類
似
性
を
肯
定
す
る
。
王
杖
の
形
態
か
ら
言
え
ば
、
二
㍍
弱
の
杖

の
長
さ
や
、
遠
方
か
ら
で
も
確
認
で
き
る
シ
ル
シ

0

0

0

が
付
い
て
い
る
こ
と
は
、
林
・
大
庭
両
氏
の
旌
旗
説
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、

王
杖
に
よ
る
特
権
の
内
容
を
見
れ
ば
、
外
部
の
悪
意
か
ら
守
ら
れ
る
こ
と
や
、
一
般
の
民
衆
に
は
進
入
し
得
な
い
区
域
へ
の
出
入
、

ひ
い
て
は
官
道
（
馳
道
）
の
使
用
な
ど
、
朝
廷
の
使
者
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
王
杖
十
簡
」
を

傍
証
と
し
て
、
旌
旗
を
漢
節
の
形
態
と
す
る
林
・
大
庭
説
の
正
確
性
は
首
肯
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
態
を
持
つ
節
は
後

世
に
継
承
さ
れ
、
唐
代
に
お
け
る
節
へ
の
理
解
と
直
結
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
両
氏
の
論
考
が
公
表
さ
れ
て
以
来
、
中
国
大
陸
で
は
次
々
と
古
代
の
出
土
文
物
が
発
見
さ
れ
た
。
数
多
の
出
土
文
物

が
続
出
す
る
中
で
、
節
と
分
類
さ
れ
た
文
物
を
系
統
的
に
ま
と
め
た
の
は
、
陳
昭
容（

（5
（

氏
で
あ
る
。
陳
氏
は
羅
振
玉（
（1
（

氏
等
の
先
行
研
究

を
継
承
し
、
二
〇
世
紀
以
来
中
国
大
陸
で
発
見
さ
れ
た
符
と
節
を
蒐
集
し
た
。
銘
文
に
あ
る
「
王
命
」
と
の
文
言
を
節
の
特
徴
と
し

て
捉
え
、
龍
・
虎
等
様
々
な
動
物
の
形
を
象
っ
た
節
を
紹
介
し
た
。
陳
氏
の
研
究
は
、
網
羅
的
に
符
節
を
蒐
集
す
る
こ
と
に
力
点
を
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置
き
、
符
節
そ
の
も
の
に
対
す
る
定
義
は
曖
昧
な
所
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
陳
氏
が
網
羅
し
た
文
物
の
中
で
、
銘
文
に
「
節
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
青
銅
器
が
見
ら
れ
る（

（7
（

。
辟
大
夫
信
節
（
図
3
）
と
呼
ば
れ
る

も
の
は
そ
の
内
の
一
つ
で
あ
り
、
詳
細
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

●
辟
大
夫
信
節

　
長
さ
　
八
・
三
㌢

　
厚
み
　
不
明

　
高
さ
　
四
・
一
㌢

　
銘
文
　
辟
大
夫
信
節
　
　
　
　
　（
右
行
）

　
　
　
　
□
（
填
か
）
丘
牙
塿

　（
左
行
）

　
北
京
故
宮
博
物
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
の
節
は
、
虎
を
形
取
っ
て
お
り
、

銘
文
に
「
節
」
字
が
刻
さ
れ
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
虎
節
と
分
類
さ
れ
る
。
李

家
浩（

（8
（

氏
に
よ
れ
ば
、
辟
大
夫
信
節
は
戦
国
時
代
の
斉
国
の
も
の
で
、
軍
事
目
的

で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
将
軍
は
節
を
発
給
さ
れ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
当
該
地
域
の
軍
事
権
を
掌
っ
た
。
こ
の
節
は
君
主
（
斉
王
）
よ
り

権
力
を
委
ね
ら
れ
た
証
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

図3　辟大夫信節
（出所）北宮故宮博物院ホームページより引用	
（www.dpm.org.cn/collection/bronze/232088.html）
（検索日：2018年9月2（日）

図4　辟大夫信節（模写）
（陳昭容1995、3（4頁より引用）
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こ
の
よ
う
に
、
旌
旗
と
か
け
離
れ
た
形
態
を
持
つ
節
は
戦
国
時
代
の
出
土
文
物
か
ら
実
例
が
見

ら
れ
る
。
銘
文
に
「
節
」
の
文
字
が
は
っ
き
り
と
確
認
で
き
る
（
図
4
）
以
上
、
こ
の
媒
体
は
節

と
呼
称
さ
れ
て
い
た
も
の
に
相
違
な
い
。
定
説
と
形
態
を
異
に
す
る
右
記
の
節
は
、
秦
漢
時
代
に

お
い
て
旌
旗
以
外
の
異
な
る
系
統
の
節
の
存
在
を
強
く
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
代
の
節
は
時

代
を
遡
れ
ば
単
一
な
系
統
に
由
来
す
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
旌
旗
を
形
態

と
す
る
理
解
は
、
必
ず
し
も
戦
国
時
代
の
影
響
を
強
く
受
け
た
秦
・
漢
初
の
時
代
に
通
用
し
な
い

こ
と
も
意
味
す
る
。
大
小
・
軽
重
等
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
異
な
る
こ
れ
ら
の
媒
体
を
、
全
て

節
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
節
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
改
め
て
検

証
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三
　『
周
礼
』
に
見
え
る
節
の
法
則
性

　
辟
大
夫
信
節
と
近
似
す
る
媒
体
は
、
同
じ
く
戦
国
時
代
の
出
土
文
物
に
見
ら
れ
る
。
杜
虎
符

（
図
5
）
と
新

虎
符
（
図
（
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
、
戦
国
秦
の
出
土
文
物

で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
写
真
か
ら
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
外
見
・
大
小
と
い
っ
た
点
か
ら
し
て
、

造
形
上
は
辟
大
夫
信
節
と
非
常
に
似
て
い
る
（
表
1
を
参
照
）。
し
か
し
な
が
ら
、
辟
大
夫
信
節
の

銘
文
に
「
節
」
と
刻
し
て
お
り
、
節
と
分
類
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
杜
虎

符
と
新
郪
虎
符
の
銘
文
（
詳
細
は
後
述
す
る
）
に
「
符
」
と
刻
し
て
お
り
、
符
と
分
類
さ
れ
る
べ

図5　杜虎符
（陳昭容1995、359頁より引用）

図6　新 虎符
（陳昭容1995、3（0頁より引用）
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き
も
の
で
あ
る
。
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
媒
体
は
相
当
の
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
鑑
み
れ
ば
、
符
と
節
と
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
性
は
存
在
す
る
は
ず
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
符
と
節
を
単
独
の
媒
体
と
し
て
捉
え
る
表
現
は
、
秦
漢
時
代
の
史
料
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
二
つ
の
媒
体
は
同
時
期
に

存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
時
期
に
存
在
し
て
い
た
と
は
言
え
、
両
者
の
出
現
時
期
は
必
ず
し
も
同
一
と
は
限
ら

な
い
。
通
行
証
で
あ
る
符
は
、
そ
の
関
所
を
通
過
す
る
機
能
か
ら
し
て
、
関
所
の
設
置
及
び
普
及
を
前
提
条
件
と
し
、
お
よ
そ
春
秋

末
期
も
し
く
は
戦
国
初
期
か
ら
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。
そ
れ
に
比
べ
て
、
節
の
制
度
は
古
く
か
ら
存
在
し

て
い
た
と
さ
れ
る
。
古
の
王
朝
で
あ
る
周
の
制
度
を
思
い
描
い
た
『
周
礼
』
に
は
、
節
の
制
度
を
体
系
的
に
ま
と
め
た
条
文
が
見
ら

れ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
も
多
少
触
れ
た
が
、
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。『
周
礼
』
巻
三
地
官
司
徒
第
二
・
掌
節
項
に

掌
節
は
、
邦
節
を
守
し
て
其
の
用
ふ
る
と
こ
ろ
を
弁
け
る
を
掌
り
、
以
て
王
命
を
輔
く
。
邦
国
を
守
る
者
は
玉
節
を
用
ゐ
、
都

鄙
を
守
る
者
は
角
節
を
用
ふ
。
凡
そ
邦
国
の
使
節
、
山
国
は
虎
節
を
用
ゐ
、
土
国
は
人
節
を
用
ゐ
、
沢
国
は
龍
節
を
用
ふ
。
皆

金
な
り
、
英
蕩
を
以
て
之
を
輔
く
。
門
関
は
符
節
を
用
ゐ
、
貨
賄
は
璽
節
を
用
ゐ
、
道
路
は
旌
節
を
用
ふ
、
皆
期
有
り
て
以
て

節
を
反
へ
す
。
凡
そ
天
下
に
通
達
す
る
は
、
必
ず
節
を
有
ち
、
伝
を
以
て
之
を
輔
く
。
節
無
き
者
は
幾
ば
く
有
り
て
則
ち
達
せ

ず（
21
（

。

と
あ
る
。
ま
た
、『
同
』
巻
九
秋
官
司
寇
第
五
・
小
行
人
項
に

天
下
に
達
す
る
の
六
節
。
山
国
は
虎
節
を
用
ゐ
、
土
国
は
人
節
を
用
ゐ
、
澤
国
は
龍
節
を
用
ゐ
、
皆
な
金
を
以
て
之
を
為
る
。
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道
路
は
旌
節
を
用
ゐ
、
門
関
は
符
節
を
用
ゐ
、
都
鄙
は
管
節
を
用
ゐ
、
皆
な
竹
を
以
て
之
を
為
る（
2（
（

。

と
あ
る
。
掌
節
項
の
条
文
は
掌
節
官
の
職
掌
を
記
し
、
そ
の
管
轄
と
な
る
様
々
な
用
途
を
持
つ
節
を
紹
介
し
た
。
そ
し
て
小
行
人
項

の
条
文
は
節
を
運
用
す
る
際
に
、
様
々
な
節
の
実
用
上
の
区
別
を
示
し
た
。
右
の
条
文
か
ら
玉
節
・
角
節
・
虎
節
・
人
節
・
龍
節
・

符
節
・
璽
節
・
管
節
・
旌
節
な
ど
の
名
称
が
見
ら
れ
る
。
限
ら
れ
た
史
料
の
中
で
、
右
の
記
載
は
節
と
い
う
媒
体
を
理
解
す
る
に
当

た
っ
て
最
も
基
本
的
な
も
の
と
言
え
る
。
右
記
の
条
文
か
ら
読
み
取
っ
た
情
報
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
た
い
と
思
う
。

（
一
）
節
の
素
材
を
示
し
た
。
右
は
四
種
類
の
素
材
を
明
記
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
素
材
で
作
ら
れ
た
節
は
異
な
る
身
分
を
表
す
。
ま
ず
、

「
邦
国
を
守
る
者
」
は
国
を
単
位
と
す
る
封
土
を
管
理
す
る
者
を
意
味
し
、
す
な
わ
ち
周
制
の
中
の
諸
侯
に
該
当
す
る
。
諸
侯
を
主

体
と
す
る
国
内
行
政
は
玉
を
素
材
と
す
る
節
を
用
い
る
。
次
に
「
都
鄙
を
守
る
者
」
は
、
采
邑
に
封
じ
ら
れ
た
者
、
す
な
わ
ち
周

制
の
中
の
卿
大
夫
に
該
当
す
る
。
卿
大
夫
を
主
体
と
す
る
領
有
内
の
行
政
は
角
を
素
材
と
す
る
節
、
凡
そ
犀
角
な
ど
の
素
材
で
作

ら
れ
た
節
を
用
い
る
。
更
に
地
域
を
越
え
て
活
動
す
る
使
者
は
、
周
王
を
命
令
の
主
体
と
し
、
そ
の
活
動
地
域
に
沿
っ
て
異
な
る

形
状
の
節
を
所
持
す
る
が
、
全
て
は
金
属
を
素
材
と
す
る
節
を
用
い
る
。
最
後
に
、
命
令
の
主
体
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
天

下
世
界
に
お
い
て
節
を
運
用
す
る
時
に
、
竹
を
素
材
と
す
る
節
を
用
い
る
。
こ
の
竹
は
条
文
に
見
え
る
旌
・
符
・
管
な
ど
の
媒
体

の
本
来
の
素
材
と
な
る
。
察
す
る
に
、
特
殊
な
素
材
を
要
し
な
い
場
合
は
、
任
務
遂
行
に
適
し
た
媒
体
を
選
択
し
、
そ
の
元
来
の

素
材
を
用
い
た
節
を
使
用
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
代
人
が
思
い
描
く
周
の
制
度
は
、
周
王
を
頂
点
と
し
そ
の
権
威
を
用
い
て
天

下
を
治
め
た
体
制
で
あ
る
。
王
命
伝
達
を
目
的
と
す
る
節
は
、
周
王
の
支
配
形
態
の
差
異
に
よ
っ
て
金
・
玉
・
角
・
竹
の
四
等
級

に
分
け
ら
れ
る
。
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（
二
）
節
の
形
状
を
示
し
た
。
外
地
へ
赴
く
使
者
は
派
遣
先
に
よ
っ
て
異
な
る
形
状
の
節
を
用
い
る
。
山
地
の
国
は
虎
節
を
用
い
、
平

地
の
国
は
人
節
を
用
い
、
澤
地
の
国
は
龍
節
を
用
い
る
。
お
そ
ら
く
各
地
の
文
化
に
合
わ
せ
、
そ
の
地
方
に
お
い
て
威
武
な
る
対

象
の
姿
を
形
取
っ
た
節
を
使
者
に
持
た
せ
、
王
命
の
厳
か
さ
を
維
持
す
る
目
的
が
あ
ろ
う
。
山
国
に
は
虎
を
形
取
っ
た
節
を
用
い
、

澤
国
に
は
龍
を
形
取
っ
た
節
を
用
い
る
。
そ
れ
ら
と
並
列
す
る
人
節
も
、
当
然
の
如
く
人
を
形
取
っ
た
節
を
意
味
し
よ
う
。
無
論

こ
の
「
人
」
と
は
単
純
に
並
の
人
間
を
指
す
の
で
は
な
く
、
文
献
史
料
に
見
え
る
神
人
を
指
す
。
こ
こ
で
言
及
し
た
神
人
は
、『
荘

子
』
に
思
い
描
か
れ
た
「
風
を
吸
ひ
露
を
飲
む
」
の
よ
う
な
超
自
然
的
な
存
在
で
は
な
い
。
土
国
す
な
わ
ち
平
地
へ
の
派
遣
に
使

用
さ
れ
る
人
節
は
、
平
地
の
特
性
を
表
す
側
面
が
あ
る
。
平
地
に
は
、
大
気
の
層
の
温
度
差
に
よ
る
密
度
の
違
い
の
た
め
、
光
線

が
異
常
に
屈
折
し
て
遠
方
の
物
体
を
放
大
し
た
り
空
中
に
映
し
た
り
し
、
い
わ
ゆ
る
蜃
気
楼
の
現
象
が
見
ら
れ
る
。
秦
の
始
皇
帝

が
山
東
半
島
を
巡
行
す
る
時
に
し
ば
し
ば
蜃
気
楼
の
現
象
に
遭
遇
し
、
そ
の
巡
行
ル
ー
ト
を
な
ぞ
ら
え
た
漢
の
武
帝
の
巡
行
も
、

「
大
人
の
跡
」
な
ど
神
人
を
想
起
さ
せ
た
記
述
を
残
し
た
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
蜃
気
楼
に
よ
っ
て
映
し
出
さ
れ
た
人
の
幻
影

は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
畏
怖
な
る
対
象
に
た
り
得
、
人
節
と
は
神
人
も
し
く
は
巨
人
を
形
取
っ
た
節
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
使
用
目
的
と
は
関
係
な
く
、
使
用
地
域
に
よ
っ
て
節
の
形
態
は
定
め
ら
れ
、
虎
節
・
人
節
・
龍
節
に
等
級
の
別
は

な
く
使
用
さ
れ
て
い
た
と
わ
か
る
。

（
三
）
節
の
形
態
を
示
し
た
。
使
用
す
る
場
面
に
応
じ
、
使
者
は
異
な
る
形
態
の
節
を
用
い
る
。
①
門
関
を
通
過
す
る
場
合
は
、
符
を

形
態
と
す
る
節
を
用
い
る
。
符
と
は
、
わ
り
ふ
の
こ
と
を
指
す
が
、
前
記
の
如
く
通
行
証
の
性
質
を
帯
び
る
。
わ
り
ふ
を
形
態
と

す
る
節
も
ま
た
通
行
証
と
し
て
の
機
能
を
持
と
う
。
②
貨
物
ま
た
は
物
資
の
搬
送
を
伴
う
場
合
は
、
璽
の
形
態
を
有
す
る
節
を
使
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用
す
る
。
璽
と
は
、
印
鑑
の
こ
と
を
指
す
。
璽
の
用
語
は
時
代
が
下
れ
ば
皇
帝
専
用
の
印
鑑
と
な
る
が
、
本
来
で
は
印
鑑
全
般
を

指
し
使
用
者
を
限
定
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
印
鑑
を
形
態
と
す
る
節
は
物
の
搬
送
に
関
連
し
、
税
金
の
徴
収
も
し
く
は
免
除
の

確
認
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
③
官
府
が
設
け
た
道
路
を
利
用
す
る
場
合
は
、
旌
節
を
形
態
と
す
る
節
を
用
い
る
。
旌
と
は
、

鮮
や
か
な
色
の
鳥
の
羽
根
を
つ
け
た
旗
印
の
こ
と
を
指
す
。
竿
の
先
端
に
鳥
の
羽
根
を
つ
け
た
も
の
で
、
一
本
一
本
の
羽
根
を
裂

い
た
上
で
使
い
析
羽
と
も
呼
ば
れ
る
。
旗
印
を
形
態
と
す
る
節
は
、
道
路
を
通
る
上
で
遠
方
よ
り
認
識
さ
れ
る
目
的
で
使
用
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
符
・
璽
・
旌
の
い
ず
れ
に
し
て
も
節
の
形
態
と
な
り
得
る
が
、
本
来
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
媒

体
で
あ
っ
た
。
既
有
の
媒
体
に
節
が
持
つ
性
質
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
媒
体
は
節
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
節
と
い
う
名
称
は
、
固
有
の
媒
体
名
で
は
な
く
、
媒
体
に
付
随
し
た
性
質
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
た
め
の
呼
称
で
あ
る
。

（
四
）
節
の
使
用
条
件
を
示
し
た
。
節
の
使
用
は
期
限
が
定
ま
っ
て
お
り
、
所
持
者
は
期
限
内
に
節
を
返
還
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら

れ
る
。
ま
た
、
国
外
へ
赴
く
場
合
、
使
者
は
節
の
他
に
輔
佐
と
な
る
媒
体
を
持
参
す
る
。
節
の
ほ
か
に
英
蕩（

22
（

（
＝
文
字
が
刻
さ
れ

た
竹
箭
）
を
携
帯
さ
せ
、
そ
れ
で
使
者
の
真
偽
を
確
か
め
さ
せ
る
。
更
に
、
使
者
が
王
命
を
天
下
世
界
に
通
達
す
る
た
め
に
は
、

節
を
必
要
と
し
た
上
で
伝
を
合
わ
せ
て
用
い
る
。
伝
と
は
わ
り
ふ
の
一
種
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
通
行
証
の
機
能
を
持
つ
媒
体

で
あ
る
。
そ
の
通
行
証
と
し
て
の
特
性
は
、
広
い
領
域
に
あ
る
複
数
の
津
関
を
往
来
す
る
と
き
の
証
明
で
、
長
距
離
に
わ
た
る
用

務
を
記
し
て
い
る
も
の
に
あ
る（

21
（

。
し
た
が
っ
て
「
伝
を
以
て
之
を
輔
く
」
と
は
、
伝
と
い
う
通
行
証
を
用
い
た
関
所
通
過
の
面
か

ら
、
長
城
に
分
断
さ
れ
た
地
域
間
に
お
け
る
節
の
使
用
者
の
往
来
を
輔
佐
す
る
意
味
で
あ
る
。

　
右
に
整
理
し
た
よ
う
に
、『
周
礼
』
掌
節
項
・
小
行
人
項
は
節
の
素
材
・
形
状
・
形
態
・
使
用
条
件
を
記
し
た
。
節
を
使
用
す
る
時
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に
、
状
況
に
沿
っ
て
適
切
な
素
材
・
形
状
・
形
態
を
組
み
合
わ
せ
て
用
い
た
と
考
え
ら
れ
、
便
宜
上
本
稿
で
は
こ
れ
を
節
の
法
則
と

呼
称
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
節
と
い
う
媒
体
は
使
用
環
境
に
応
じ
て
様
々
な
組
み
合
わ
せ
が
想
定
さ
れ
、
一
定
の
形
状
・
形
態
を
有

し
な
い
と
わ
か
る
。

　
節
の
法
則
に
基
づ
け
ば
、
前
節
に
取
り
上
げ
た
「
辟
大
夫
信
節
」
は
、
金
属
を
素
材
と
し
、
形
状
は
虎
を
形
取
り
、
わ
り
ふ
の
形

態
を
有
す
る
節
で
あ
る
と
解
析
で
き
る
。
察
す
る
に
、
こ
の
節
は
王
の
勅
命
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
、
山
国
に
向
け
て
使
用
し
、
任
務

の
遂
行
に
当
た
っ
て
は
門
関
の
通
過
を
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
信
節
の
名
称
は
符
節
の
意
味
合
い
を
内
包
す
る
。

『
説
文
解
字
』
巻
六
竹
部
に
「
符
、
信
な
り
」
と
あ
り
、『
同
』
巻
一
〇
卩
部
に
「
卩
（
節
）、
瑞
信
な
り
」
と
あ
る
。
瑞
と
は
、
玉
の

名
称
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
軍
隊
を
動
か
す
と
き
に
信
任
の
シ
ル
シ

0

0

0

0

0

0

と
し
た
わ
り
ふ
で
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、
節
と
符
と
信
は
字

義
上
に
お
い
て
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
信
節
」
語
を
信
符
と
表
現
し
て
信
任
の
シ
ル
シ

0

0

0

0

0

0

と
し
た
わ
り
ふ
に
す
る
こ
と
と
、
符
節

と
表
現
し
て
わ
り
ふ
と
い
う
形
態
の
信
任
の
シ
ル
シ

0

0

0

0

0

0

に
す
る
こ
と
は
同
義
で
あ
り
、
こ
の
場
合
信
字
は
符
字
に
置
き
換
え
て
も
差
し

支
え
な
い
と
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
「
辟
大
夫
信
節
」
は
名
称
か
ら
し
て
符
節
で
あ
り
、
そ
の
実
態
で
あ
る
虎
を
形
取
っ
た
わ
り
ふ

と
の
こ
と
と
合
致
す
る
。
節
の
法
則
で
組
み
合
わ
さ
っ
た
こ
の
節
は
、
虎
形
の
符
節
で
あ
り
、
さ
し
ず
め
虎
符
節
と
言
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
符
と
節
が
同
義
で
あ
れ
ば
、
虎
符
節
と
い
う
媒
体
は
虎
節
と
も
虎
符
と
も
略
称
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

ろ
う
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
古
代
社
会
に
お
い
て
命
令
の
主
体
は
媒
体
の
素
材
で
示
さ
れ
る
側
面
が
あ
る
。
金
属
製
の
虎
符
節
と
虎
符
は
、

同
じ
く
君
主
（
王
／
皇
帝
）
を
命
令
の
主
体
と
し
、
同
じ
く
虎
を
形
取
り
、
同
じ
く
わ
り
ふ
を
形
態
と
す
る
。
虎
符
節
と
虎
符
を
そ

れ
ぞ
れ
別
の
媒
体
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、
同
時
期
に
存
在
し
て
い
た
二
つ
の
媒
体
は
、
実
用
上
に
お
い
て
区
別
は
非
常
に
曖
昧

で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
現
に
表
1
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
虎
符
は
大
小
と
い
っ
た
外
見
上
の
特
徴
に
お
い
て
近
似
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す
る
。
む
し
ろ
、
受
け
手
と
し
て
実
際
そ
れ
ら
を
用
い
た
時
に
、
虎
符
節
と
虎
符
を
同
一
の
も
の

と
見
な
し
て
い
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
虎
符
節
と
虎
符
の
表
現
は
、
同
一
の
媒

体
を
指
す
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
推
論
に
大
過
が
な
け
れ
ば
、
伝
世
史
料
に
見
え
る
虎
符
は
、
正
式
に
は
虎
符
節

と
呼
ば
れ
、
君
主
の
命
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
機
能
は
『
周
礼
』
の
記

述
が
示
し
た
よ
う
に
、
門
関
の
通
過
を
役
割
と
す
る
。
の
ち
に
兵
符
と
変
貌
し
て
い
く
虎
符（

21
（

で
あ

る
が
、
門
関
通
過
の
性
格
は
早
期
の
虎
符
に
名
残
が
見
え
る
よ
う
に
考
え
る
。
本
章
の
冒
頭
に
も

取
り
上
げ
た
戦
国
秦
の
虎
符
に
次
の
よ
う
な
銘
文
が
見
ら
れ
る
。

●
杜
虎
符
に
、

兵
甲
之
符
、
右
在
君
、
左
在
杜
、
凡
興
士
被
甲
、
用
兵
五
十
人
以
上
、
必
会
君
符
乃
敢
行

之
。
燔
隧
之
事
、
雖
毋
会
符
、
行
殹
。

と
あ
る
。
ま
た
、

●
新
郪
虎
符
に
、

甲
兵
之
符
、
右
在
王
、
左
在
新

。
凡
興
士
被
甲
、
用
兵
五
十
人
以
上
、
必
会
王
符
乃
敢

行
之
。
燔
燧
事
雖
毋
会
符
、
行
殹
。

表1　虎符節と虎符の比較表

名 称 推定年代 長さ（cm）厚み（cm）高さ（cm）
1 貴將軍信節 戦国斉 8.05 1.55 3.9
2 辟大夫信節 戦国斉 8.3 ？ 4.1
3 杜 虎 符 戦国秦 9.5 0.（ 4.4
4 新 虎 符 戦国秦 8.8 ？ 3.2
5 陽 陵 虎 符 統一秦 8.9 2.1 3.4
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と
あ
る
。「
兵
を
用
ゐ
る
こ
と
五
十
人
以
上
」
云
々
の
条
文
は
従
来
の
見
方
か
ら
し
て
不
可
解
な
も
の
で
あ
っ
た
。
長
平
の
戦
い
で
秦

は
趙
の
将
兵
四
〇
万
人
以
上
を
殺
し
た
こ
と
を
代
表
例
と
し
て
、
数
十
万
人
規
模
の
戦
争
を
繰
り
広
げ
た
戦
国
時
代
に
お
い
て
、
五
〇

人
の
動
員
を
わ
ざ
わ
ざ
虎
符
に
刻
し
た
意
味
は
、
軍
事
的
観
点
か
ら
で
は
解
し
得
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
門
関
通
過
に
お
け
る
交

通
規
制
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
五
〇
人
と
の
数
は
お
よ
そ
集
団
通
過
を
記
録
・
登
録
す
る
基
準
を
示
す
。
察
す
る
に
、
虎
符
を
用
い

た
関
所
の
通
過
は
、
一
般
の
符
と
は
異
な
り
個
人
的
な
通
過
で
は
な
く
集
団
的
な
通
過
で
あ
る
。
虎
符
を
所
持
す
る
者
が
率
い
る
集

団
は
、
個
別
的
に
関
所
で
登
録
す
る
必
要
が
な
く
、
虎
符
に
よ
っ
て
一
括
の
出
関
手
続
き
を
経
て
任
務
の
遂
行
に
当
た
っ
た
と
想
定

さ
れ
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
法
制
外
の
関
所
通
過
は
、
君
主
権
力
を
背
後
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
戦
国
秦
の
虎
符
で
あ
る
杜
虎
符
と
新
郪
虎
符
か
ら
、
軍
事
利
用
に
そ
ぐ
わ
な
い
銘
文
が
見
ら
れ
る
。
兵
の
動
員
に
用

い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
虎
符
で
あ
る
が
、
虎
符
と
符
節
の
繋
が
り
を
手
掛
か
り
に
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
軍
事
目
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
と
わ
か
る
。
右
記
の
推
論
は
、
軍
事
的
観
点
に
偏
っ
た
従
来
の
虎
符
研
究
か
ら
脱
却
し
、
交
通
的
な
観
点
か
ら
虎
符
を
考

察
す
る
新
た
な
研
究
視
点
を
提
示
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、「
燔
燧
の
事
符
を
会
は
さ
ず
と
雖
も
、
行
か
し
む
な
り
」

と
の
一
文
が
示
し
た
、
符
の
制
度
下
で
符
の
照
合
を
省
略
で
き
る
場
面
の
想
定
は
興
味
深
い
。
符
節
の
理
解
を
踏
ま
え
た
上
で
虎
符

に
対
し
て
更
な
る
検
証
を
す
べ
く
、
こ
こ
は
節
を
改
め
た
い
と
思
う
。

四
　
伝
世
史
料
に
見
え
る
戦
国
秦
漢
の
虎
符

　
虎
符
節
す
な
わ
ち
虎
符
は
、
中
国
古
代
帝
国
に
お
け
る
兵
の
動
員
手
段
と
し
て
見
な
さ
れ
て
き
た
。
鎌
田
重
雄（
25
（

氏
は
、
銅
虎
符
は
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そ
の
名
の
如
く
虎
符
の
銅
符
で
あ
っ
て
、
そ
の
左
半
分
は
中
央
に
蔵
し
、
そ
の
右
半
分
は
太
守
が
持
ち
、
郡
兵
動
員
の
際
、
中
央
よ

り
派
遣
さ
れ
た
使
者
が
太
守
と
合
符
し
て
始
め
て
郡
兵
を
発
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
か
の

信
陵
君
の
故
事
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。『
史
記
』
巻
七
七
魏
公
子
列
伝
に
、

魏
の
安
釐
王
二
十
年
、
秦
の
昭
王
　
已
に
趙
の
長
平
の
軍
を
破
り
、
又
兵
を
進
め
て
邯
鄲
を
囲
む
。
…
…
魏
王
　
将
軍
の
晋
鄙

を
し
て
十
万
の
衆
を
将
ひ
て
趙
を
救
は
し
む
。
…
…
魏
王
　
恐
れ
、
人
を
し
て
晋
鄙
を
止
め
し
め
、
軍
を
留
め
鄴
に
壁
し
、
名

は
趙
を
救
ふ
と
為
し
、
実
は
両
端
を
持
し
て
以
て
観
望
す
。
…
…
晋
鄙
の
兵
符
は
常
に
王
の
臥
内
に
あ
り
。
而
し
て
如
姫
　
最

も
幸
せ
ら
れ
、
王
の
臥
内
を
出
入
し
、
力
能
く
之
を
竊
ま
ん
。
…
…
如
姫
果
た
し
て
晋
鄙
の
兵
符
を
盗
み
、
公
子
に
与
ふ
。
公

子
　
行
く
。
侯
生
曰
く
、
将
、
外
に
在
り
て
は
、
主
の
令
も
受
け
ざ
る
所
あ
り
、
も
っ
て
国
家
に
便
す
。
公
子
　
即
し
符
を
合

す
と
も
、
晋
鄙
、
公
子
に
兵
を
授
け
ず
し
て
復
こ
れ
を
請
は
ば
、
事
必
ず
危
か
ら
ん
。
臣
が
客
屠
者
の
朱
亥
、
与
に
俱
に
す
可

し
。
…
…
晋
鄙
　
聴
か
ば
、
大
い
に
善
し
。
聴
か
ず
ん
ば
、
之
を
撃
た
し
む
可
し
、
と
。
…
…
鄴
に
至
り
、
魏
王
の
令
を
矯
め
、

晋
鄙
に
代
ら
ん
と
す
。
晋
鄙
、
符
を
合
わ
せ
て
之
を
疑
ひ
、
手
を
挙
げ
て
公
子
を
視
て
曰
く
、
今
、
吾
、
十
万
の
衆
を
擁
し
、

境
上
に
屯
す
。
国
の
重
任
な
り
。
今
、
単
車
に
て
来
り
て
之
に
代
る
は
、
何
如
ぞ
や
、
と
。
聴
か
ざ
ら
ん
と
欲
す
。
朱
亥
　
四
十

斤
の
鐵
椎
を
袖
に
し
、
晋
鄙
を
椎
殺
す
。
公
子
遂
に
晋
鄙
の
軍
を
将
ゐ
る（

21
（

。

と
あ
る
。
右
記
は
信
陵
君
が
虎
符
を
窃
取
し
趙
国
を
窮
地
か
ら
救
っ
た
と
い
う
、
か
の
戦
国
時
代
の
有
名
な
逸
話
の
詳
細
で
あ
る
。

長
平
の
戦
い
を
経
て
、
秦
軍
は
趙
に
勝
利
し
趙
の
都
で
あ
る
邯
鄲
へ
進
軍
し
た
。
趙
を
救
援
す
べ
く
軍
隊
を
派
遣
し
た
魏
王
だ
が
、

秦
の
脅
迫
に
屈
し
魏
軍
の
進
行
を
停
止
し
、
傍
観
に
徹
す
る
よ
う
将
軍
の
晋
鄙
に
命
じ
た
。
趙
の
平
原
君
を
救
援
し
よ
う
と
し
た
信
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陵
君
は
、
食
客
の
侯
嬴
の
策
略
に
従
い
、
将
軍
晋
鄙
の
率
い
る
一
〇
万
の
軍
勢
を
奪
取
し
邯
鄲
を
救
援
し
よ
う
と
し
た
。
ま
ず
、
魏

軍
の
虎
符
は
常
に
王
の
寝
室
に
あ
る
こ
と
を
知
り
、
信
陵
君
は
王
に
寵
愛
さ
れ
て
い
る
如
姫
に
虎
符
の
窃
取
を
依
頼
し
、
無
事
虎
符

を
入
手
し
た
。
次
に
、
虎
符
を
入
手
し
た
信
陵
君
が
出
発
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
侯
嬴
は
晋
鄙
の
一
軍
の
将
と
し
て
の
独
立
性
を
指

摘
し
、
軍
の
指
揮
権
譲
渡
の
可
否
を
懸
念
し
た
。
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
晋
鄙
の
殺
害
を
想
定
し
、
そ
の
役
目
を
担
う
朱
亥
を
信

陵
君
に
随
行
さ
せ
た
。
案
の
定
、
晋
鄙
は
符
を
合
わ
せ
て
虎
符
の
真
実
性
を
認
め
て
も
な
お
指
揮
権
の
譲
渡
を
渋
っ
た
。
そ
れ
が
理

由
で
朱
亥
が
鉄
椎
で
晋
鄙
を
殺
害
し
、
信
陵
君
が
軍
隊
の
指
揮
権
を
入
手
し
救
趙
作
戦
に
向
け
て
次
の
段
階
へ
と
進
ん
だ
。

　
右
に
見
え
る
晋
鄙
の
行
動
に
よ
り
、
如
何
に
真
の
虎
符
を
持
参
し
て
も
、
将
軍
に
は
使
者
（
信
陵
君
）
の
伝
令
を
疑
っ
た
り
従
わ

な
か
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
と
窺
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
虎
符
に
は
所
持
者
の
身
分
を
確
か
め
る
機
能
が
備
わ
っ
て
い
な
い
と
の

側
面
が
見
え
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
前
述
の
『
周
礼
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
使
者
は
複
数
の
媒
体
を
所
持
す
る
。
王
命
伝
達
を
主

体
と
す
る
媒
体
の
ほ
か
に
、
様
々
な
媒
体
を
用
い
て
そ
の
任
務
を
輔
佐
す
る
。
そ
の
中
で
、
使
者
の
真
偽
を
確
か
め
る
術
は
、
前
述

し
た
よ
う
に
英
蕩
と
い
う
物
品
に
あ
る
。
信
陵
君
と
晋
鄙
の
事
例
か
ら
、
節
の
使
用
者
が
何
故
身
分
証
明
の
機
能
を
持
つ
英
蕩
を
携

帯
す
る
よ
う
規
定
さ
れ
た
の
か
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
虎
符
の
使
用
目
的
は
、
王
命
伝
達
に
お
け
る
使
者
の
真
偽
を
確
か
め
る
こ

と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
虎
符
が
出
兵
の
可
否
を
左
右
し
た
こ
と
は
、
君
主
の
権
威
づ
け
の
有
無
の
み
で
は
説
明
が
付
か
な
い
の
で

あ
る
。

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
虎
符
は
虎
符
節
の
略
称
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
門
関
の
通
過
に
終
始
す
る
。
虎
符
の
軍
事
権
を
掌
る
所
以

は
、
関
所
の
内
側
か
ら
出
陣
す
る
こ
と
お
よ
び
関
所
の
内
側
へ
帰
還
す
る
こ
と
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
城
壁
を
築
き
都
城
の
内
外

を
分
断
し
た
戦
国
時
代
の
都
市
国
家
の
形
態
に
お
い
て
、
軍
の
出
陣
と
帰
還
は
い
ず
れ
に
せ
よ
関
所
を
通
過
す
る
必
要
が
あ
る
。
虎

符
を
与
え
ら
れ
た
将
軍
は
、
片
方
を
残
し
て
出
陣
し
、
帰
還
す
る
時
に
持
参
し
た
も
う
片
方
を
関
所
に
送
り
、
敵
味
方
の
識
別
と
し
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て
関
所
の
警
戒
を
解
か
せ
る
、
と
い
う
使
用
実
態
が
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
前
記
の
杜
虎
符
と
新
郪
虎
符
に
「
燔
燧
の
事
符

を
会
は
さ
ず
と
雖
も
、
行
か
し
む
な
り
」
と
の
銘
文
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
緊
急
事
態
の
場
合
は
虎
符
の
照
合
を
省
略
で
き
る
。

国
内
か
ら
国
外
へ
出
向
く
際
の
措
置
は
、
比
較
的
重
要
度
が
低
い
と
わ
か
る
。
虎
符
に
よ
る
出
入
は
、
国
外
か
ら
国
内
へ
の
帰
還
を

よ
り
重
要
視
す
る
と
推
定
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
虎
符
に
よ
っ
て
兵
を
出
撃
さ
せ
ら
れ
る
理
由
は
、
帰
国
の
保
証
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
戦
国
時
代
の
虎
符
は
後
世
に
も
継
承
さ
れ
る
。
漢
代
虎
符
の
制
度
は
、
前
漢
の
文
帝
期
に
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。『
史
記
』
巻

一
〇
孝
文
本
紀
（
二
年
九
月
条
）
に
、

初
め
て
郡
国
の
守
・
相
と
と
も
に
銅
虎
符
・
竹
使
符
を
為
る（

27
（

。

と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
銅
虎
符
は
、
文
帝
を
命
令
の
主
体
と
し
、
銅
と
い
う
名
称
か
ら
し
て
素
材
は
金
属
を
用
い
、
符
節
に
該
当

す
る
媒
体
で
あ
る
と
わ
か
る
。
右
の
措
置
に
つ
い
て
、
布
目
潮
渢（

28
（

氏
は
、
諸
侯
王
に
虎
符
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
諸
侯
王
に

対
し
て
漢
王
朝
の
強
力
な
統
制
の
存
し
た
証
拠
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
首
肯
で
き
る
意
見
で
あ
る
。
皇
帝
を
命
令
の
主
体
と
す
る
虎

符
を
、
直
轄
地
で
あ
る
関
中
地
域
以
外
の
地
域
に
適
用
さ
せ
る
こ
と
は
、
多
少
な
り
と
も
皇
帝
支
配
の
強
化
を
狙
う
意
図
が
あ
っ
た

と
言
え
る
。
漢
制
の
虎
符
に
つ
い
て
、『
周
礼
』
に
見
え
る
関
所
通
過
の
特
性
を
継
承
し
た
よ
う
に
思
わ
せ
る
一
文
は
、
次
の
前
漢
武

帝
期
の
記
事
に
見
え
る
。『
史
記
』
巻
一
一
四
東
越
列
伝
に
、

（
武
帝
曰
く
、）
吾	

初
め
て
即
位
し
、
虎
符
を
出
し
兵
を
郡
国
に
発
す
る
を
欲
せ
ず
、
と
。
乃
ち
荘
助
を
遣
は
し
て
節
を
以
て
兵
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を
会
稽
に
発
せ
し
む（
21
（

。

と
あ
る
。
漢
の
景
帝
が
崩
御
し
た
後
、
子
の
武
帝
は
皇
帝
号
を
継
承
し
帝
国
に
君
臨
す
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
呉
楚
七
国
の
乱
を

経
て
帝
国
は
大
い
に
疲
弊
し
た
こ
と
が
理
由
で
、
武
帝
は
虎
符
を
用
い
て
兵
を
動
員
す
る
の
に
躊
躇
し
、
代
わ
り
に
節
を
用
い
て
発

兵
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
事
は
、
符
（
わ
り
ふ
と
い
う
形
態
の
節
）
の
使
用
と
節
（
特
殊
な
形
態
を
持
た
な
い
節
）
の
使
用

に
明
白
な
差
異
が
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
そ
の
差
異
と
言
え
ば
、
無
論
関
所
を
通
過
す
る
特
性
の
有
無
に
帰
結
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

当
該
時
期
に
お
け
る
虎
符
の
使
用
は
、
国
力
が
弱
ま
っ
た
漢
帝
国
に
と
っ
て
、
国
防
の
要
で
あ
る
関
所
を
簡
単
に
通
過
さ
せ
て
し
ま

う
弊
害
を
生
む
。
そ
れ
を
警
戒
す
べ
く
、
武
帝
は
文
帝
期
に
確
立
さ
れ
た
虎
符
制
度
を
襲
沿
せ
ず
、
例
外
的
に
節
を
用
い
て
兵
を
動

員
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
節
を
用
い
た
兵
の
動
員
は
武
帝
期
の
晩
年
に
も
見
え
る
。『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
（
征
和
二
年
条
）

に
、

秋
七
月
、
按
道
侯
の
韓
説
・
使
者
の
江
充
ら
太
子
宮
に
蠱
を
掘
る
。
壬
午
、
太
子
皇
后
と
と
も
に
充
を
斬
ら
ん
と
謀
り
、
節
を

以
て
兵
を
発
し
丞
相
の
劉
屈
氂
と
長
安
に
大
戦
し
、
死
者
は
数
万
人
な
り（

11
（

。

と
あ
る
。
右
記
は
武
帝
期
に
お
け
る
皇
太
子
（
諡
は
戻
太
子
と
い
う
）
の
反
乱
、
い
わ
ゆ
る
「
巫
蠱
の
乱
」
の
一
場
面
を
描
く
。
時

に
武
帝
は
病
み
、
巫
蠱
に
よ
っ
て
武
帝
を
呪
詛
し
た
容
疑
で
丞
相
ら
が
処
刑
さ
れ
た
。
皇
太
子
と
反
目
し
て
い
た
江
充
ら
は
こ
の
機

に
乗
じ
、
皇
太
子
を
巫
蠱
の
罪
に
陥
れ
よ
う
と
し
た
た
め
、
切
迫
し
た
皇
太
子
は
挙
兵
し
反
乱
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
挙
兵

の
際
に
、
皇
太
子
は
節
を
用
い
て
兵
を
動
か
し
、
丞
相
の
劉
屈
氂
と
長
安
城
内
で
激
突
し
、
多
く
の
死
者
を
出
し
た
と
い
う
。
本
稿
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で
考
察
し
た
よ
う
に
、
定
制
に
用
い
ら
れ
る
虎
符
は
符
の
通
関
機
能
を
付
与
し
た
節
で
あ
れ
ば
、「
巫
蠱
の
乱
」
の
よ
う
な
長
安
城
と

い
う
一
つ
の
都
城
内
で
完
結
す
る
軍
事
行
動
に
必
ず
し
も
不
可
欠
で
は
な
い
。
戻
太
子
の
挙
兵
は
特
性
を
も
た
な
い
節
の
み
で
目
的

を
果
た
し
、
虎
符
を
不
要
と
し
た
状
況
に
説
明
が
付
く
。

五
　
竹
使
符
と
鄂
君
啓
節

　
前
漢
初
期
に
お
い
て
、
文
帝
は
虎
符
の
制
度
を
確
立
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
竹
使
符
の
制
度
を
整
え
た
。
竹
使
符
に
つ

い
て
、
伝
世
史
料
か
ら
ほ
と
ん
ど
用
例
が
見
ら
れ
ず
、
そ
の
実
態
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
竹
使
符
の
制
度
は
隋
帝
国
ま
で
継
承
さ
れ
、

唐
の
高
祖
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
て
い
た（

1（
（

。
漢
代
の
竹
使
符
に
対
し
て
『
史
記
集
解
』
は
巻
一
〇
孝
文
本
紀
（
二
年
九

月
条
）
に
後
漢
の
応
劭
注
を
引
い
て
説
明
す
る
。

竹
使
符
は
皆
竹
箭
五
枚
を
以
て
し
、
長
は
五
寸
、
篆
書
を
鐫
刻
し
、
第
一
よ
り
第
五
に
至
る（

12
（

。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
竹
使
符
は
竹
五
枚
で
作
り
、
長
さ
は
五
寸
（
約
一
一
・
五
㌢
）、
篆
書
を
彫
刻
し
て
あ
り
、
第
一
か
ら
第
五
ま
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
後
漢
の
応
劭
の
考
証
に
よ
り
、
漢
代
の
竹
使
符
の
形
態
を
あ
る
程
度
概
観
で
き
る
。
こ
の
竹
五
枚
か
ら
な
る
形

態
に
注
目
し
、
郭
沫
若（

11
（

氏
は
竹
使
符
と
鄂
君
啓
節
と
の
関
係
を
い
ち
早
く
指
摘
し
た
。

　「
鄂
君
啓
節
」（
図
（
）
と
は
、
一
九
五
七
年
に
安
徽
省
寿
県
丘
家
花
園
で
出
土
し
た
青
銅
器
で
あ
る
。
こ
れ
は
戦
国
時
代
後
期
、

楚
国
の
懐
王
六
（
前
三
二
三
）
年
に
楚
の
懐
王
か
ら
鄂
君
啓
の
府
庫
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
当
初
は
舟
節
一
枚
、
車
節
三
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枚
が
発
見
さ
れ
、
後
に
一
九
六
〇
年
に
更
に
舟
節
一
枚
が
発
見
さ
れ

た
。
舟
節
は
水
路
に
適
用
さ
れ
る
節
で
あ
り
、
長
さ
は
三
一
㌢
、
幅

は
七
・
三
㌢
、
厚
さ
は
〇
・
七
㌢
で
あ
る
。
一
枚
の
節
に
九
行
の
銘
文

が
あ
り
、
毎
行
一
八
字
と
な
り
、
お
よ
そ
一
六
五
字
が
刻
さ
れ
て
い

る
。
車
節
は
陸
路
に
適
用
さ
れ
る
節
で
あ
り
、
長
さ
は
二
九
・
六
㌢
、

幅
は
七
・
三
㌢
、
厚
さ
は
〇
・
七
㌢
で
あ
る
。
一
枚
の
節
に
九
行
の
銘

文
が
あ
り
、
毎
行
一
六
字
と
な
り
、
お
よ
そ
一
五
〇
字
が
刻
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
舟
節
・
車
節
は
と
も
に
金
属
（
青
銅
）
を
素
材
と
し
、

竹
を
形
取
り
、
少
し
湾
曲
し
て
五
枚
合
わ
さ
る
と
円
筒
形
に
な
る
と

い
う
。
郭
氏
に
よ
れ
ば
、
発
見
当
初
は
舟
節
・
車
節
そ
れ
ぞ
れ
五
枚

の
構
成
で
、
合
計
一
〇
枚
の
節
が
存
在
す
る
見
立
て
で
あ
っ
た
。
殷

滌
非
・
羅
長
銘（

11
（

両
氏
も
そ
の
意
見
に
同
意
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
九
六
〇
年
以
後
に
関
連
す
る
文
物
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
状

で
は
舟
節
・
車
節
合
計
五
枚
と
な
っ
て
い
る
。

　
右
記
の
よ
う
に
、
鄂
君
啓
節
は
竹
を
形
取
り
、
五
枚
の
構
成
に
よ
っ

て
一
つ
の
媒
体
と
な
る
。
こ
の
形
態
上
の
近
似
性
、
お
よ
び
符
と
節

の
類
似
性
に
基
づ
き
、
郭
氏
は
竹
使
符
と
鄂
君
啓
節
と
の
関
係
を
指

摘
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
節
の
法
則
に
基
づ
け
ば
、
五
枚
合
わ
さ
っ

図8　顎君啓節原型予想図
（大庭脩1982、420頁より引用）

図7　鄂君啓節、車節（左）・舟節（右）
（出所）安徽博物院にて撮影（2018年（月28日）
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て
中
空
で
丸
い
棒
状
と
い
う
形
態
を
持
つ
鄂
君
啓
節
は
管
節
に
該
当
す
る
。
同
様
の
こ
と
は
大
庭
脩（
15
（

氏
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
虎
符
は
符
節
に
該
当
す
る
本
稿
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
竹
使
符
も
ま
た
符
節
に
該
当
す
る
媒
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

竹
使
符
と
鄂
君
啓
節
が
所
持
す
る
役
割
は
媒
体
の
性
質
上
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
。

　
ま
た
、
両
者
の
機
能
に
つ
い
て
、
鄂
君
啓
節
の
銘
文（

11
（

に

●
舟
節
に

（
前
略
）
見
其
金
節
即
毋
政
、
毋
舎
□
□
。
不
見
其
金
節
則
政
。
女
載
馬
、
牛
、
羊
以
出
入
關
、
則
政
於
大
府
、
毌
政
於
關
。

と
あ
り
、

●
車
節
に

（
前
略
）
見
其
金
節
毌
政
、
毌
捨
桴
飼
、
不
見
其
金
節
則
政
。

と
あ
る
よ
う
に
、
金
節
（
鄂
君
啓
節
）
と
政
（
＝
徴
）
の
関
係
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
徴
税
免
除
の
特
権
や
徴
税
の
付
帯
条
件
な

ど
、
当
該
節
に
も
た
ら
さ
れ
る
経
済
面
の
機
能
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
璽
節
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、『
周
礼
』
掌
節
項
と
小
行
人
項

と
の
対
比
で
管
節
が
も
つ
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
機
能
で
も
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
顎
君
啓
節
と
は
貨
賄
の
た
め
の
節
で
あ
る
。

一
方
で
、
竹
使
符
の
機
能
は
、『
史
記
索
隠
』
が
引
く
『
漢
旧
儀（

17
（

』
に
記
し
て
い
る
よ
う
に
、「
出
入
徴
発
」
の
た
め
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
次
の
史
料
を
参
考
に
し
た
い
と
思
う
。『
漢
書
』
巻
九
〇
酷
吏
伝
（
厳
延
年
条
）
に
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後
に
左
馮
翊
缺
け
、
上	

延
年
を
徴
せ
ん
と
欲
す
。
符
は
已
に
発
す
る
も
、
其
の
名
の
酷
た
る
が
た
め
に
復
た
止
む（
18
（

。

と
あ
る
。
そ
れ
に
引
く
応
劭
注
に
、

符
、
竹
使
符
な
り
。
臧
し
て
符
節
臺
に
在
る
。
拝
せ
ん
と
欲
す
る
所
有
ら
ば
、
治
書
御
史	

符
節
令
を
召
し
て
符
を
発
し
て
太
尉

に
下
さ
し
む
る
な
り（

11
（

。

と
あ
る
。
後
漢
の
応
劭
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
前
漢
宣
帝
期
に
あ
っ
た
厳
延
年
の
事
例
に
見
え
る
符
は
竹
使
符
に
該
当
す
る
。
普
段
は

王
宮
内
の
符
節
臺
に
収
蔵
さ
れ
る
竹
使
符
で
あ
る
が
、
皇
帝
が
招
聘
す
る
対
象
が
現
れ
れ
ば
、
そ
の
対
象
に
竹
使
符
を
下
賜
し
、
地

方
か
ら
中
央
ま
で
召
集
す
る
た
め
に
用
い
る
、
と
の
使
用
実
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
及
し
た
中
央
と
地
方
の
関
係
に
つ
い
て
、

「
二
年
律
令
・
津
関
令
」
の
研
究
進
展
を
受
け
、
前
漢
の
支
配
体
制
は
関
中
地
域
と
関
外
を
区
分
し
た
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ

た（
11
（

。
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
漢
旧
儀
』
が
言
う
「
出
入
徴
発
」
と
は
、
関
中
地
域
へ
の
出
入
を
意
味
す
る
。
函
谷
関
を
は
じ
め
と
す

る
関
中
地
域
の
出
入
口
に
お
い
て
、
通
行
証
で
あ
る
符
の
使
用
は
想
定
さ
れ
、
こ
れ
も
竹
使
符
を
符
節
と
規
定
す
る
本
稿
の
考
察
と

合
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
機
能
上
の
差
異
か
ら
も
、
鄂
君
啓
節
と
竹
使
符
と
は
無
関
係
の
別
媒
体
で
あ
る
。
な
お
、
竹
使
符
を
通

し
て
見
え
た
符
と
徴
発
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
だ
不
明
瞭
な
点
が
多
い
た
め
今
後
の
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。
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六
　
む
す
び
に
か
え
て

　
本
稿
で
は
秦
漢
時
代
に
お
け
る
符
節
の
実
態
を
対
象
に
考
察
を
加
え
た
。
唐
の
時
代
に
お
い
て
、
符
と
節
は
二
つ
の
異
な
る
媒
体

と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
唐
律
の
規
定
か
ら
窺
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
理
解
は
秦
漢
時
代
の
符
節
と
は
必
ず
し
も
一
貫
す

る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。『
周
礼
』
に
は
様
々
な
節
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
条
文
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

節
の
法
則
が
浮
か
ん
で
く
る
。
節
を
運
用
す
る
に
際
し
、
金
・
玉
・
角
・
竹
の
四
等
級
の
素
材
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
素
材

は
命
令
す
る
主
体
を
表
す
。
使
用
す
る
場
面
に
応
じ
て
特
殊
な
形
状
や
形
態
が
用
い
ら
れ
、
虎
を
形
取
り
わ
り
ふ
を
形
態
と
す
る
虎

符
節
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
漢
帝
国
の
国
家
支
配
に
お
い
て
当
然
な
が
ら
、
特
殊
な
形
状
や
形
態
を
有
し
な
い
節
も
あ
っ
た
。『
史

記
』
巻
五
三
蕭
相
国
世
家
に

（
高
帝
）
使
を
し
て
節
を
持
ち
赦
し
て
相
国
を
出
だ
し
む
。

と
あ
り
、『
同
』
巻
五
七
絳
侯
周
勃
世
家
に

（
文
帝
）
是
に
於
て
使
を
し
て
節
を
持
ち
絳
侯
を
赦
さ
し
む
。

と
あ
り
、『
同
』
巻
一
二
二
酷
吏
列
伝
（
郅
都
条
）
に
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孝
景
帝	

乃
ち
使
を
し
て
節
を
持
ち
都
を
拝
し
て
鴈
門
太
守
と
為
さ
し
む
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
節
は
特
殊
性
を
も
た
な
い
節
で
あ
り
、
皇
帝
の
意
向
・
命
令
を
伝
達
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

漢
初
で
は
高
祖
期
か
ら
景
帝
期
に
か
け
て
い
く
つ
か
用
例
が
確
認
で
き
る
。

　
伝
世
史
料
に
見
え
る
符
は
、
そ
の
用
い
た
素
材
を
手
掛
か
り
に
命
令
の
主
体
を
特
定
す
れ
ば
、
符
節
と
定
義
し
得
る
場
合
は
多
々

あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
皇
帝
に
関
連
す
る
記
述
の
中
で
、
伝
世
史
料
に
符
の
一
文
字
で
記
述
さ
れ
た
も
の
は
符
節
の
略
称
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
伝
世
史
料
の
表
記
に
符
と
符
節
が
混
在
す
る
箇
所
も
確
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
史

記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
に

秦
王
の
子
嬰	

即
ち
頸
に
係
く
る
に
組
を
以
て
し
、
白
馬
素
車
に
て
、
天
子
の
璽
符
0

0

を
奉
じ
、
軹
道
の
旁
に
降
る（
1（
（

。

と
あ
り
、『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀
に

秦
王
の
子
嬰	

素
車
白
馬
に
て
、
頸
に
係
く
る
に
組
を
以
て
し
、
皇
帝
の
璽
符
節
を
封
じ
、
軹
道
の
旁
に
降
る（
12
（

。

と
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
も
取
り
上
げ
た
史
料
で
あ
る
が
、
右
記
の
よ
う
に
同
じ
『
史
記
』
の
記
事
で
、
同
様
の
場
面
を
描
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
璽
符
と
璽
符
節
の
部
分
に
記
載
の
差
異
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
記
載
の
乱
れ
こ
そ
が
、
符
と
符
節
が
同
一
の
も
の
で
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あ
る
傍
証
と
言
え
よ
う
。
節
の
字
義
は
、
そ
の
本
字
で
あ
る
卩
の
原
形
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
本
来
で
は
人
が
跪
い
た
さ
ま
や
、
体

を
曲
げ
て
屈
伏
す
る
さ
ま
を
示
し
、
君
主
の
命
を
恐
れ
な
が
ら
承
る
姿
勢
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
戦
国
時
代
の
外
交
情
勢
の
中
で
、

自
国
の
尊
厳
性
を
損
な
う
言
葉
を
避
け
る
た
め
、
各
国
の
史
書
に
お
け
る
符
節
語
の
記
述
に
差
異
が
存
在
し
、
各
国
の
史
書
を
整
理

し
編
纂
し
た
『
史
記
』
の
よ
う
な
書
物
に
用
語
上
の
混
乱
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
の
考
察
を
通
し
て
、
符
節
は
節
の
一
形

態
と
し
て
秦
末
漢
初
に
存
在
し
て
い
た
と
わ
か
る
。
前
漢
・
後
漢
の
時
代
に
わ
た
っ
て
符
節
は
如
何
に
変
化
し
て
い
く
か
、
定
説
の

旌
節
と
如
何
に
関
わ
っ
て
い
く
か
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
と
思
う
。

註（
1
）　
秦
王
子
嬰
素
車
白
馬
、
係
頸
以
組
、
封
皇
帝
璽
符
節
、
降

軹
道
旁
。

（
2
）　
符
と
節
ひ
い
て
は
符
節
な
ど
は
、
目
的
を
達
成
す
る
も
し

く
は
任
務
を
完
遂
す
る
に
当
た
っ
て
媒
介
と
な
る
物
品
で
あ

り
、
本
稿
は
こ
れ
ら
を
「
媒
体
」
と
総
称
す
る
。

（
3
）　
天
子
印
称
璽
、
又
独
以
玉
。
符
、
発
兵
符
也
。
節
、
使
者

所
擁
也
。

（
4
）　
符
謂
諸
所
合
符
以
為
契
者
也
。
節
以
毛
為
之
、
上
下
相

重
、
取
象
竹
節
、
因
以
為
名
、
将
軍
命
者
持
之
以
為
信
。

（
5
）　
諸
用
符
節
、
依
令
、
用
符
節
並
由
門
下
省
、
其
符
以
銅
為

之
、
左
符
進
内
、
右
符
在
外
、
応
執
符
人
、
有
事
行
勘
、
皆

奏
出
左
符
以
合
符
、
所
在
承
用
事
訖
、
使
人
将
左
符
還
、
其

使
者
若
向
他
処
、
五
日
内
無
使
次
者
、
所
在
差
専
使
、
送
門

下
省
輸
納
。
其
節
大
使
出
即
執
之
、
使
還
亦
即
送
納
、
応
輸

納
而
稽
留
者
、
一
日
笞
五
十
、二
日
加
一
等
、
十
日
徒
一

年
、
雖
違
日
、
罪
亦
不
加
。

（
（
）　
門
関
用
符
節
、
貨
賄
用
璽
節
、
道
路
用
旌
節
、
皆
有
期
以

反
節
。

（
（
）　
詳
細
は
大
庭
脩
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』（
創
文
社
、

一
九
八
二
年
）
第
五
編
第
一
章
六
一
九
頁
～
六
二
三
頁
、
冨

谷
至
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
〇
年
）
第
三
編
第
二
章
二
九
五
頁
～
三
〇
四
頁
、
鷹

取
祐
司
『
秦
漢
官
文
書
の
基
礎
的
研
究
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
一
五
年
）
第
一
部
第
二
章
五
六
頁
～
六
四
頁
、
な
ど
を
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参
照
。

（
8
）　
拙
稿
「
符
の
政
治
的
意
義
―
専
制
権
力
と
交
通
と
の
関
係

に
就
い
て
の
考
察
―
」（『
学
習
院
史
学
』
五
六
、
八
一
頁
～

九
八
頁
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。

（
9
）　
林
巳
奈
夫
「
中
国
先
秦
時
代
の
旗
に
つ
い
て
」『
史
林
』

四
九
―
二
、
六
六
頁
～
九
四
頁
、
一
九
六
六
年
（『
中
国
古

代
車
馬
研
究
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
第
一
章
七
頁

～
四
〇
頁
所
収
）

（
（1
）　
大
庭
脩
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』（
前
掲
）
第
四
編
第
二

章
四
一
〇
頁
～
四
六
五
頁

（
（（
）　
大
庭
脩
「
漢
代
の
決
事
比
試
論
」『
関
西
大
学
文
学
論

集
創
立
九
〇
周
年
記
念
号
』、
二
七
一
頁
～
二
八
一
頁
、

一
九
七
五
年
（『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』（
前
掲
）
第
三
編
第

六
章
三
三
二
頁
～
三
五
四
頁
所
収
）

（
（2
）　
冨
谷
至
「
王
杖
十
簡
」『
東
方
学
』
六
四
、
六
一
頁
～

一
一
三
頁
、
一
九
九
二
年

（
（1
）　
籾
山
明
「
王
杖
木
簡
再
考
」『
東
洋
史
研
究
』
六
五
、
一

頁
～
三
六
頁
、
二
〇
〇
六
年

（
（1
）　
籾
山
氏
は
一
九
八
一
年
に
武
威
県
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ

た
「
王
杖
詔
書
」
の
信
憑
性
を
肯
定
し
、「
王
杖
十
簡
」
と

近
似
し
て
い
る
箇
所
を
活
用
し
王
杖
の
考
証
に
加
え
た
。
首

肯
で
き
る
最
新
研
究
な
の
で
今
は
こ
れ
に
従
う
。

（
（5
）　
陳
昭
容
「
戦
国
至
秦
的
符
節
―
實
物
資
料
為
主
」『
歴
史

語
言
研
究
所
集
刊
』
六
六
―
一
、
三
〇
五
頁
～
三
六
六
頁
、

一
九
九
五
年

（
（1
）　
羅
振
玉
編
『
歴
代
符
牌
図
録
』（
中
国
書
店
、
一
九
九
八

年
）
や
同
編
『
増
訂
歴
代
符
牌
図
録
』（
東
方
学
会
、

一
九
二
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
（7
）　
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
辟
大
夫
信
節
」
の
ほ
か
に
、「
韓

将
庶
信
節
」
と
「
貴
将
軍
信
節
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
三

節
の
い
ず
れ
も
形
が
近
似
し
て
い
る
。
詳
細
は
陳
一
九
九
五

を
参
照
。

（
（8
）　
李
家
浩
「
貴
将
軍
虎
節
與
辟
大
夫
虎
節
―
戦
国
符
節
銘

文
研
究
之
一
―
」『
中
国
歴
史
博
物
館
館
刊
』
第
二
期
、
五
〇

頁
～
五
五
頁
、
一
九
九
三
年

（
（1
）　
詳
細
は
拙
稿
「
符
の
政
治
的
意
義
―
専
制
権
力
と
交
通
と

の
関
係
に
就
い
て
の
考
察
―
」（
前
掲
）
を
参
照
。

（
21
）　
掌
節
、
掌
守
邦
節
而
弁
其
用
、
以
輔
王
命
。
守
邦
国
者
用

玉
節
、
守
都
鄙
者
用
角
節
。
凡
邦
国
之
使
節
、
山
国
用
虎

節
、
土
国
用
人
節
、
沢
国
用
龍
節
。
皆
金
也
、
以
英
蕩
輔

之
。
門
関
用
符
節
、
貨
賄
用
璽
節
、
道
路
用
旌
節
、
皆
有
期

以
反
節
。
凡
通
達
於
天
下
者
、
必
有
節
、
以
伝
輔
之
。
無
節

者
、
有
幾
則
不
達
。

（
2（
）　
達
天
下
之
六
節
。
山
国
用
虎
節
、
土
国
用
人
節
、
澤
国
用

龍
節
、
皆
以
金
為
之
。
道
路
用
旌
節
、
門
関
用
符
節
、
都
鄙

用
管
節
、
皆
以
竹
為
之
。
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（
22
）　
英
と
は
刻
す
る
こ
と
で
あ
り
、
蕩
と
は
竹
箭
の
こ
と
で
あ

る
。
一
説
に
よ
る
と
英
蕩
と
は
命
令
内
容
を
刻
し
た
竹
箭
で

あ
り
、
わ
り
ふ
の
伝
の
原
形
と
も
言
わ
れ
る
。

（
21
）　
詳
細
は
藤
田
勝
久
『
中
国
古
代
国
家
と
情
報
伝
達
』（
汲

古
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
第
一
編
第
五
章
、
第
六
章
三
三
三

頁
～
四
一
〇
頁
を
参
照
。

（
21
）　
虎
符
は
秦
始
皇
帝
期
や
前
漢
文
帝
期
を
経
過
し
て
制
度

化
し
て
い
き
、
運
用
上
の
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
り
わ
け
、
山
国
を
示
す
機
能
は
、
秦
漢
時
代
を
貫
徹
し
て

い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
現
段
階
で
、
筆
者
は
秦
嶺
山

脈
に
囲
ま
れ
る
山
地
の
国
で
あ
る
秦
は
、
秦
漢
帝
国
の
虎
符

制
度
の
出
発
点
と
し
て
捉
え
る
。
郡
県
制
の
成
立
や
秦
の

「
統
一
」
策
の
影
響
を
受
け
て
変
化
し
て
い
く
虎
符
で
あ
る

が
、
ま
だ
不
明
瞭
な
部
分
が
多
い
た
め
今
後
の
課
題
に
し
た

い
。

（
25
）　
鎌
田
重
雄
「
漢
代
の
郡
都
尉
」
東
方
学
報
三
―
二
、

一
八
八
頁
～
二
一
〇
頁
、
一
九
四
七
年
（『
秦
漢
政
治
制
度

の
研
究
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
第
二
編
第
六
章

三
〇
六
頁
～
三
〇
七
頁
所
収
。）

（
21
）　
魏
安
釐
王
二
十
年
、
秦
昭
王
已
破
趙
長
平
軍
、
又
進
兵
囲

邯
鄲
。
…
…
魏
王
使
將
軍
晋
鄙
将
十
万
衆
救
趙
。
…
…
魏

王
恐
、
使
人
止
晋
鄙
、
留
軍
壁
鄴
、
名
為
救
趙
、
実
持
両
端

以
観
望
。
…
…
晋
鄙
之
兵
符	

常
在
王
臥
内
、
而
如
姫
最

幸
、
出
入
王
臥
内
、
力
能
竊
之
。
…
…
如
姫
果
盜
晋
鄙
兵
符

与
公
子
。
公
子
行
、
侯
生
曰
、
将
在
外
、
主
令
有
所
不
受
、

以
便
国
家
。
公
子
即
合
符
、
而
晋
鄙
不
授
公
子
兵
而
復
請

之
、
事
必
危
矣
。
臣
客
屠
者
朱
亥
可
与
俱
。
…
…
晋
鄙
聴
、

大
善
。
不
聴
、
可
使
撃
之
。
…
…
至
鄴
、
矯
魏
王
令
代
晋

鄙
。
晋
鄙
合
符
、
疑
之
、
挙
手
視
公
子
曰
、
今
吾
擁
十
万
之

衆
、
屯
於
境
上
、
国
之
重
任
、
今
単
車
来
代
之
、
何
如
哉
。

欲
無
聴
。
朱
亥
袖
四
十
斤
鐵
椎
、
椎
殺
晋
鄙
、
公
子
遂
将
晋

鄙
軍
。

（
27
）　
初
与
郡
国
守
相
為
銅
虎
符
、
竹
使
符
。

（
28
）　
布
目
潮
渢
「
前
漢
の
諸
侯
王
に
関
す
る
二
三
の
考
察
」

『
西
京
大
学
学
術
報
告
・
人
文
』
三
、
二
四
頁
～
三
八
頁
、

一
九
五
三
年
（『
布
目
潮
渢
中
国
史
論
集
』（
上
）
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
三
年
漢
代
史
篇
一
六
頁
～
三
四
頁
所
収
。）

（
21
）　（
漢
武
帝
曰
）
吾
初
即
位
、
不
欲
出
虎
符
発
兵
郡
国
。
乃

遣
荘
助
以
節
発
兵
会
稽
。

（
11
）　
秋
七
月
、
按
道
侯
韓
説
・
使
者
江
充
等
掘
蠱
太
子
宮
。
壬

午
、
太
子
与
皇
后
謀
斬
充
、
以
節
発
兵
与
丞
相
劉
屈
氂
大
戦

長
安
、
死
者
数
万
人
。

（
1（
）　『
新
唐
書
』
巻
一
高
祖
本
紀
に
「（
二
年
四
月
）
辛
巳
、
停

竹
使
符
、
班
銀
菟
符
。」
と
あ
り
、『
同
』
巻
二
四
車
服
志
に

「
初
、
高
祖
入
長
安
、
罷
隋
竹
使
符
、
班
銀
菟
符
。」
と
あ

る
。
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（
12
）　
竹
使
符
皆
以
竹
箭
五
枚
、
長
五
寸
、
鐫
刻
篆
書
、
第
一
至

第
五
。

（
11
）　
郭
沫
若
「
関
於
鄂
君
啓
節
的
研
究
」『
文
物
参
考
資
料
』

第
四
期
、
三
頁
～
七
頁
、
一
九
五
八
年

（
11
）　
殷
滌
非
・
羅
長
銘
「
寿
県
出
土
的
鄂
君
啓
金
節
」『
文
物

参
考
資
料
』
第
四
期
、
八
頁
～
一
一
頁
、
一
九
五
八
年

（
15
）　
大
庭
脩
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』（
前
掲
）
第
四
編
第
二

章
四
一
八
頁
～
四
一
九
頁
を
参
照
。

（
11
）　
顎
君
啓
節
の
銘
文
の
解
読
に
は
膨
大
な
先
行
研
究
が
あ

り
、
こ
こ
で
は
船
越
昭
生
「
鄂
君
啓
節
に
つ
い
て
」（『
東
方

学
報
』（
京
都
）
四
三
、
五
五
頁
～
九
五
頁
、
一
九
七
二
年
）

を
取
り
上
げ
て
お
く
。

（
17
）　『
史
記
』
巻
一
〇
孝
文
本
紀
二
年
九
月
条
に
、『
史
記
索

隠
』
は
『
漢
旧
儀
』
を
引
き
、「
漢
旧
儀
銅
虎
符
発
兵
、
長

六
寸
。
竹
使
符
出
入
徵
発
。」
と
注
釈
を
付
け
て
い
る
。

（
18
）　
後
左
馮
翊
缺
、
上
欲
徵
延
年
。
符
已
発
、
為
其
名
酷
復

止
。

（
11
）　
符
、
竹
使
符
也
。
臧
在
符
節
臺
。
欲
有
所
拝
、
召
治
書
御

史
符
節
令
発
符
下
太
尉
也
。

（
11
）　
福
島
大
我
氏
は
「
二
年
律
令
・
津
関
令
」
の
条
文
を
整
理

し
、
黄
金
の
持
ち
出
し
や
馬
の
出
入
に
関
わ
る
規
制
か
ら
、

漢
帝
国
に
は
関
中
と
関
外
を
区
分
す
る
ラ
イ
ン
が
存
在
す
る

と
指
摘
す
る
。
詳
細
は
『
秦
漢
時
代
に
お
け
る
皇
帝
と
社

会
』（
専
修
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
六
年
）
六
五
頁
～
六
九

頁
を
参
照
。

（
1（
）　
秦
王
子
嬰
即
係
頸
以
組
、
白
馬
素
車
、
奉
天
子
璽
符
、
降

軹
道
旁
。

（
12
）　
註
（
1
）
前
掲
史
料
を
参
照
。


